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～基本方針～ 

三重県市町総合事務組合は、厳しい財政状況の中で県内市町等が安定的な行財政運営

をはかれるよう下記の事務事業を共同処理し、行政事務の効率化、市町財政の安定化及

び住民サービスの更なる向上を目指す。 

 

１．三重県自治会館の設置、管理及び処分に関する事務 

２．議員及び職員の共同研修に関する事務 

３．共有デジタル地図の共同化に関する事務 

４．物品及び業務委託に係る入札参加資格申請の受付及び審査の共同化に関する事務 

５．常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務 

６．消防救急無線設備の整備及び管理に関する事務 

 

 

 

 

１．事業概要 

  平成２年３月に県内市町の中枢拠点として設置された三重県自治会館について、省

エネルギー並びに安全衛生に配慮し、地域住民と良好な関係を築きつつ、引き続き適

切な管理運営を行う。 

２．令和４年度事業の特徴 

(1) 三重県自治会館の適正な管理運営 

会館設備機器の点検を適時実施し不具合個所の改善を行うとともに、会館利用者

が安心して利用できるよう換気等の空調管理や会議室等使用後の除菌作業をはじ

めとする新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底する。 

(2) 研修室等貸付業務の適正な管理運営 

  研修室等の什器備品の見直しを行うことにより、利用者にとっての利便性の向上

を目指す。 

研修室等の予約状況の適正な管理を行うことにより利用促進を図る。 

三重県市町総合事務組合事業概要及び令和４年度事業計画 

Ⅰ．三重県自治会館の管理運営事業 

資料５ 
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１．事業概要 

県内市町等の議員及び職員を対象とした人材育成のための階層別・能力向上研修及

び特別研修を実施する。 

本事業では、市町それぞれが職員の人材育成に取り組む中、その取り組みを踏まえ

たうえで、県内全市町の集合研修機関としての役割と独自性を持った研修の実施を目

指し、「広域研修で実施するからこそ効果があり」、かつ「自治体間の情報共有と職員

交流」を意識した研修の充実に努める。 

２．令和４年度事業の特徴 

令和３年度の研修体系と研修科目を基本的に踏襲する一方、集合研修についてはマ

スク着用や座席間隔の確保、定期的な換気等新型コロナウイルス感染拡大防止対策の

徹底を前提に、適切な範囲内で受講者定員の制限を緩和し受講機会の確保を図る。 

他方、オンライン研修についても、会場への移動制限や 1会場の収容定員に影響さ

れない利点を活かして、新型コロナウイルス感染拡大防止と受講機会確保の観点から

対象となる研修を増やし、市町のニーズや現状に応じた研修内容の充実を図る。 

３．令和４年度研修計画（８・９頁「研修体系」参照） 

令和４年度研修事業は下記研修を実施する。 

◇階層別研修（ステップ研修）……６階層、２１講座 

◇パワーアップ研修……２コース、１９講座 

◇特別研修……７講座 

４．事業運営等にかかる会議の開催 

(1) 三重県市町職員研修研究会 

市町の独自研修と共同研修との連携を図り、自治体ニーズに応じたより参加しや

すい研修を実施するため、県内２９市町の研修担当職員により構成。翌年度研修事

業計画の策定に向けた意見交換や調整を行うほか、必要に応じて講師を招き、委員

に対しても最新の情報を提供する。（３回程度開催予定） 

なお、令和４年度は、研修事業にかかる事務手続の改善のため調査研究、意見聴

取を行う。 

 

Ⅱ．議員及び職員の共同研修事業 
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１．事業概要 

共有デジタル地図共同化事業は、土砂災害防止法、森林法、都市計画法等に基づく

法定地図や地理空間情報集約システム（以下ＧＩＳ）で利用する基盤地図について、

県内一円を統一の仕様に基づき一括整備することにより、県市町間の情報共有の促進、

住民サービスの向上、整備費用の縮減を図ることを目的に、三重県と県内市町の共同

事業として実施している。本組合では、この事業の円滑な運営を図るとともに、共有

デジタル地図の効果的な利活用の促進に向け、各市町に対し支援事業を行う。 

２．令和４年度事業の特徴 

 (1) 共有デジタル地図更新事業 

   ２０２３年度（令和５年度）から開始を予定している第４期共有デジタル地図更

新事業について、事業計画（案）の最終とりまとめを行う。 

 (2) 共有デジタル地図の部分更新の実施 

   令和３年度に引き続いて県内約５０か所程度を対象とした部分更新のニーズを

調査し実施する。 

(3) 共有デジタル地図の利活用促進 

  希望市町に対して３Ｄ都市モデルの構築及び各種データの搭載を支援すること

で、防災面を始めとした市町における様々な分野での地図の利活用促進へ繋げる。 

 (4) ＷＥＢ等を活用した会議開催等の実施 

   新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、事業運営等にかかる各種会議及び 

ＧＩＳ操作説明会についてＷＥＢを活用し開催する。 

３．事業運営等にかかる会議の開催 

 (1) 連絡調整会議 

   代表１０市町の副市町長にて構成 

 (2) 共有デジタル地図整備事業検討委員会 

   全２９市町担当者にて構成 

 (3) 技術部会 

   参加希望市町担当者にて構成 

 

Ⅲ．共有デジタル地図共同化事業 
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１．事業概要 

各自治体の物品及び業務委託にかかる入札行為に伴う入札参加資格の申請受付や

審査等の事務に関し、共同処理することにより関係市町等の事務の効率化並びに行政

コストの縮減を図るとともに行政サービスの向上を目指す。 

２．令和４年度事業の特徴 

物品業務入札共同受付名簿については、令和４年４月１日から名簿が更新され、４

年後の令和８年３月３１日まで有効となった。 

今後は、次期更新に向けて検討課題となっている免許・許認可項目について、より

一層の事務の適正化並びに効率化を目指し、幹事会等を中心に関係団体と引き続き協

議していく。 

３．事業運営等にかかる会議の開催 

 (1) 幹事会 

一層の事務の効率化を図るため、共同受付・審査の事務手続き等に関し関係団体

事務担当者により調査検討を行う。（３回程度開催予定） 

(2) 事務打合せ会議 

   事務運営に関する合意形成を図るとともに、幹事会の調査検討状況を報告するた

め適宜全体会を開催する。（５月、９月開催予定） 

 

 

 

 

 

１．事業概要 

  地方自治法第２０４条第２項に基づく職員の退職手当の支給について、関係市町の

財政負担及び事務負担の軽減を目的として共同処理する。 

２．令和４年度事業の特徴 

(1) 給付関係 

  ◎見込額  約４５億８千万円 

Ⅳ．物品等入札参加資格申請にかかる受付及び審査の共同化事業 

Ⅴ．退職手当支給事業 
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  （見込額内訳） 

   ・特別職          （ １４人）    １１５，８１８千円 

   ・定年退職         （１３８人）  ２，６７４，９９９千円 

   ・応募認定退職       （ ４５人）    ９１２，９２４千円 

   ・自己都合退職（死亡含む） （１５３人）    ５７９，８９７千円 

   ・任期終了（会計年度含む） （ ７８人）     ２５，２９９千円 

   ・整理退職（宮川福祉）   （ ４１人）    ２６３，８６２千円 

 (2) 負担金関係 

  ◎見込額  約５７億４千万円 

  （見込額内訳） 

   ・通常負担金（収支調整負担金含む）     ４，８６９，９４１千円 

   ・特別負担金（前歴、調整額、早期退職加算）   ６６６，５３６千円 

   ・新規加入負担金（津市）※１７年目       ２００，０００千円 

３．退職手当特別会計の財政状況 

退職手当支給事務にかかる関係市町等の通常負担金については、平成２２年度より

負担金率を 175/1000 とするとともに団体間の収支格差解消のため、支給超過の市町

に 5/1000 の負担金を加算する収支調整負担金も併せて賦課してきている。 

退職手当基金については、平成２５年度から３年間の退職手当支給率の引下げによ

り勧奨退職者が急増し、平成２６年度末基金残高は、約４５億円まで減少した。 

退職手当制度維持のため、平成２７年度からは、退職手当の調整額相当額を新たな

特別負担金とすることとし、収支の改善に努めてきた。 

このような状況の中、平成２９年１２月の国家公務員退職手当法の改正を受けて、

本組合においても平成３０年度より国家公務員に準じた支給水準の引下げを実施し

たことにより、決算時における歳入と歳出の実質単年度収支額がプラスとなり、それ

に伴い退職手当基金も順調に回復してきている。 

今後の課題としては、単年度収支の健全化や団体間収支格差の是正、また、定年年

齢の引上げに伴う退職手当の制度運営への影響、第２の団塊世代ともいうべき退職者

の増加などが見込まれている。 

これらの状況を踏まえ、組合財政運営に支障が生じないよう、適確な財政予測に基

づき、引き続き退職手当制度運営検討委員会において協議し、令和５年度からの新負

担金制度へ円滑に移行出来るよう検討を進める。 
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４．事業運営等にかかる会議の開催 

 (1) 正副管理者・正副議長会議 

   本組合組織のあり方について協議するため必要に応じ適宜開催する。 

 (2) 退職手当制度運営検討委員会 

   退職手当支給事務に関し、安定して退職手当が支給できるよう現状における状況

変化や課題等を整理するとともに、関係市町等の適正な負担金等について実務的な

観点から検討するため、関係市町等の職員で構成する委員会を設置し、必要に応じ

て適時開催する。 

 (3) 退職手当担当課長会議 

   退職手当制度運営検討委員会の検討経過及び結果報告のため、全関係市町等の担

当課長を対象とし必要に応じ適宜開催する。 

５．組合資金の管理・運営 

  国債、政府保証債並びに地方債による運用を基軸として、退職手当基金の安全かつ

確実な管理・運用を図る。 

 

 

 

 

 

１．事業概要 

  消防救急無線設備（共通波）の整備及び管理に関する事業は、県内各消防本部等に

おいて利用する消防救急無線設備（共通波）について、共同整備による整備費用の縮

減及び管理、運用の効率化、適正化を図ることを目的として実施する共同事業である。 

２．令和４年度事業の特徴 

  平成２７年４月より本組合で一元化している消防救急無線設備（共通波）について、

消防救急無線（共通波）保守点検業務委託契約の締結をはじめ、故障時等対応の円滑

化など、適切な維持管理及び運営を進める。 

３．事業運営等にかかる会議の開催 

(1) 三重県消防救急無線（共通波）運営連絡会 

   各消防本部から推薦された職員等により構成し、年２回の定例会と臨時会を必要

に応じ適宜開催。 

Ⅵ．消防救急無線設備の整備及び管理に関する事業 
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(2) 三重県消防救急無線（共通波）運営連絡会専門部会 

   三重県消防救急無線（共通波）運営連絡会の目的達成に必要な事前調整、諸課題

の抽出、解決策の検討等を行うため、必要に応じ開催。 

 

 

 

 

 

１．事業概要 

  県内市町等の人事行政の適正な運営並びに事務の簡素合理化を目的に、地方自治法

第２５２条の７の規定に基づく共同機関として三重県市町公平委員会を設置し、本組

合が代表団体となって以下の事業を行う。 

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査判定し、必要

な措置をとる。 

(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定をする。 

(3) その他職員の苦情を聞き取り、これを処理する。 

２．令和４年度事業の特徴 

苦情相談処理、不服申し立て及び措置要求の審査に対し適格に対応できるよう、委

員、相談員とともに積極的な研修参加や情報収集等に努め、事務局体制の強化を図る。 

なお、会計年度任用職員制度の導入により公平委員会の対象職員数が増加したこと

から負担金を見直し、令和４年度から減額とする。 

３．事業運営等にかかる会議の開催 

(1) 公平委員会定例会 

６回開催（ただし、委員長が必要がないと認めたときは、これを開催しないこと

ができる） 

 (2) 苦情処理相談 

隔月（偶数月）第３水曜日に実施 

  

Ⅶ．市町公平委員会事業 
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（新規採用職員

　但し、前年度の未受講者含む）

（採用後２年～６年の職員）

（採用後６年～１０年目の職員）

（採用後１０年目以上の職員）

（係長級の職員）

（課長補佐級及び課長級の職員）

【課長補佐級】 ハラスメント研修　　　　　

【新任課長級】 人事評価者研修

【課長級】

Ⅰ セルフコントロール・アンガーマネジメント研修

Ⅱ アサーティブコミュニケーション研修　　

Ⅲ クレーム対応研修　　　　　　　　　　

Ⅳ 事務ミス防止研修

リスクマネジメント研修

Ⅱ 問題課題発見・解決研修

ワンステップ研修

 地方自治法・地方公務員法研修

フォーステップ研修

ツーステップ研修

スリーステップ研修

 公文書基礎研修
Ⅱ

Ⅲ 福祉施設体験研修　　※各施設での体験研修は中止

Ⅳ 自己改善研修

Ⅰ ＯＪＴトレーナー研修

研 修 体 系(令和４年度)

研

修

事

業

ス
テ
ッ
プ
研
修

コンプライアンス研修

Ⅲ クレーム対応研修

Ⅳ タイムマネジメント研修

Ⅰ 情報活用力研修　　　　　　　　　　　

Ⅱ 業務改善研修

Ⅰ 基礎研修

リーダー研修

マネージャー研修

【新任係長級】 コーチング研修

【係長級】 政策形成能力研修　　　　　　　



9 

 

 三重地方行財政研修（実務編）　　　　

 人事評価者研修　　　　　　　　　　　　　　

 議会マネジメント研修

 複式簿記入門研修　　　　　　　　　　　　　

 税務実務研修（市町村税・固定資産税）（オンライン研修）

三重地方行財政アカデミー

 コミュニケーション能力研修

 プレゼンテーションスキル研修　　　　　　　

 話し方技法研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 不当要求対策研修

 三重地方行財政研修（入門編）

 給与実務研修（オンライン研修）　　　　　　　　　　　

 議会事務研修（オンライン研修）

 公営企業会計研修（オンライン研修）

能力向上研修

 組織活性化研修（オンライン研修）

 メンタルヘルス研修　　　　　　　　　　　　

特
別
研
修

パ
ワ
｜
ア
ッ
プ
研
修

実務研修

 情報処理研修（ｅ－ラーニング研修）　　　　　　

 契約事務基礎研修（オンライン研修）

議会議員等研修  自治体議員研修　　　　　　　　　　　　　　

 議会広報研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 チラシ・パンフレットデザイン研修　　　　　　　　　

 監査委員研修

 法制執務研修（初級編・実務編・上級編）

 トレンド研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 訴訟対応研修

 政策法務研修（オンライン研修）

 政策研修
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　　　　事務の
　　　　　　内容

 団体名

自
治
会
館
の

　
　
　
管
理
運
営

共
同
研
修
事
業

共
有
デ
ジ
タ
ル
地
図
共

同
化
事
業

入
札
参
加
資
格
申
請
受

付
・
審
査
共
同
化
事
業

退
職
手
当
支
給
事
業

消
防
救
急
無
線
設
備
整

備
・
管
理
事
業

〔
注
１

〕

　
市
町
公
平
委
員
会

津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

四日市市 ○ ○ ○ ○ ○

伊勢市 ○ ○ ○ ○ ○

松阪市 ○ ○ ○ ○

桑名市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鈴鹿市 ○ ○ ○ ○ ○

名張市 ○ ○ ○ ○ ○

尾鷲市 ○ ○ ○ ○

亀山市 ○ ○ ○ ○ ○

鳥羽市 ○ ○ ○ ○ ○

熊野市 ○ ○ ○ ○

いなべ市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

志摩市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊賀市 ○ ○ ○ ○ ○

木曽岬町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東員町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

菰野町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

朝日町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

川越町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多気町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

明和町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大台町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

玉城町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

度会町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大紀町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南伊勢町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紀北町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

御浜町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

紀宝町 ○ ○ ○ ○ ○

団体数 29 29 29 24 20 29 12
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団体別共同処理事務一覧表

令和4年4月1日現在 （予定）

　〔注１〕　地方自治法第252条の７の規定による機関の共同設置

研修 Gより提供いただく。 


